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〔判例研究〕

宗教活動と詐欺罪の構成要件該当性判断

最高裁判所平成20年 8月27日第二小法廷決定

(平成19年(あ)第170号:詐欺被告事件)

(最高裁判所裁判集刑事295号 1頁、判タ1301号124頁)

上正隆

I 事実の概要

宗教法人(教団)の代表役員である被告人X及び責任役員である被告人

Yは、病気等の悩み事を抱え、その解消を期待して相談に訪れた者らか

ら、金員を編し取ろうと企て、あらかじめ、 Xを「足ウラ博士J、「生態哲

学博士J等と称し、 Xが、人の足裏を診るなどしてその人の病気等の悩み

事の状態や原因を的確に判断し、これを確実に解消する方策を「天声」に

よって提示し、その主宰する「修行」や「法納」等によって、その病気を

治癒させ、その他のあらゆる悩み事を解消させることのできる特殊な能力

を有するなどと標携し、その旨記述した書籍等出版物を多数頒布して宣伝

した上、教団職員 Zらと共謀して、病気等の悩みを有するAほか30名(以

下「被害者らJ)に対し、それぞれ、真実は、 Xに病状等を的確に診断し

てこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないのに、これが

あるように装い、 Xらにおいて、足裏鑑定と称する個人面談を実施し、被

害者らやその家族が修行に参加すれば、あるいは、天声に添って法納料を

納めれば、病気は治るなどと虚構の事実を申し向け、その旨誤信した被害

者らをして、修行代及び法納料等名下に、総額 l億4921万円を交付させ
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た。

本件各行為について、被告人らは、

(1)①教義の趣旨に反して、修行に行けばあるいは解脱法納をすれば直

ちに病気が治癒して苦悩が解決するなどと申し向けたことはなく、欺悶文

言は存在しない、②被害者らは、天声や天行力が超自然的、非科学的なも

のであることを理解していたはずであるから、病気の治癒や苦悩の解決に

関して確実な効果があると誤信するような錯誤状態に陥っていたとは認め

られない、③被告人X及び他の共犯者らによる教団の教義の趣旨又は天声

に添った説明は真実であって、欺同行為には当たらない、④被告人両名に

は、いずれも詐欺の故意及び他の共犯者らとの共謀がないなどと主張し

た。

(2) さらに、被告人らは、被告人両名らが行ってきた足裏鑑定、修行勧

誘等を始めとする本件行為は、いずれも教団の教義及び天声に基づく布教

のための宗教活動及びそれに関連ないし付随するもので、教義及び天声に

関する理解、判断なしには評価することができないものであるから、その

性質上、法令を適用することにより解決できる問題ではないし、教義内容

及び天声を裁判所が判断してその是非や真偽を決することは、特定宗教に

対する公権力の介入になり、憲法20条l項が保障する信教の自由を侵害す

るもので許されないなどとも主張した。

第 l審(東京地判平成17年7月15日判時1933号131頁)は、上記主張を

すべて退け、被告人両名に対して、詐欺罪(刑法246条 l項〔平成 7年法

律第91号改正前J)の成立を認め、被告人Xに対し懲役12年の刑を、被告

人Yに対し懲役4年の刑を、それぞれ言い渡した。続く控訴審(東京高判

平成18年12月 1日東京高等裁判所(刑事)判決時報57巻 1=12号74頁)も

控訴を棄却し、第 1審の判断を維持した。
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( 1 ) 評釈として、井上禎男「判批j法セミ627号114頁 (2∞7)。短評として、土屋

英雄 f思想の自由と信教の白山一憲法解釈および判例法理〔増補版)J258-9頁(尚

学社、 2008)。
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これに対し、被告人らは、原判決は宗教の教義の真偽を判断していると

いう点において憲法20条1項、 76条l項に違反するなどとして上告した。

E 決定要旨

上告棄却。

r.一上告趣意のうち、原判決は宗教の教義の真偽を判断しているとい

う点において憲法20条1項、 76条l項に違反するという点は、原判決は宗

教上の教義に関して判断しているものではなく、詐欺罪の成否を判断しそ

の成立を認定する限度で、被告人両名の言動の虚偽性を判断し認定してい

るに過ぎない・・・から、・・・前提を欠〔く LJ

E 評釈

1. 問題の所在

本件上告趣意は、詐欺罪の成立を認めた原判決が宗教上の教義の真偽を

判断しているという点において憲法20条 l項、 76条 l項に違反するという

ものである。

まず、公権力の一翼を担う裁判所が宗教上の教義の真偽を判断すること

は、特定宗教に対する公権力の介入となり、憲法20条 1項で保障されると

ころの信教の自由を侵害することにつながる。

次に、憲法76条 l項にいう「司法権jの対象を成す「法律上の争訟j

( 2) 本決定の評釈として、酒井安行「判批J刑ジャ20号71頁 (2010)。
( 3 ) 本件と同様に、宗教活動に関して金員の交付を受けた行為につき詐欺罪が問

われた事例として、大判大正3年10月14日法律学説判例評論全集3巻(下)刑法

244頁、最決昭和31年11月20日刑集10巻11号1542頁、最決平成15年12月9日刑集57
巻11号1088頁、名古屋高判平成14年4月8日高検速報698号、富山地判平成10年6
月19日判タ980号278頁など。
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(裁判所法3条)の意味について、判例は、①「当事者間の具体的な権利

義務または法律関係の存否(=刑罰権の存否をふくむ)に関する紛争」で

あって、②「法律の適用により終局的に解決しうべきものJと解してい

る。そして、訴訟が「具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形

式をとって」いたとしても、その前提として「信仰の対象の価値又は宗教

上の教義に関する判断・・・〔が〕本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠

のものと認められJ、かっ「本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の

判断に関するものがその核心となっていると認められる」場合には、「結

局本件訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能

なものであって、裁判所法三条にいう法律上の争訟にあたらない」との判

断がなされている。

そこで、原判決が宗教上の教義の真偽を判断しているとすれば、憲法20

条 1項及び76条 l項違反となる可能性が出てくるものの、本決定は「原判

決は宗教上の教義に関して判断しているものではなく、詐欺罪の成否を判

断しその成立を認定する限度で、被告人両名の言動の虚偽性を判断し認定

しているに過ぎないJと述べて、これを否定している。しかしながら、こ

のように言えるかについては、本件各行為の詐欺罪構成要件該当性に照ら

し、検討の余地があろう。
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( 4 ) 最判昭和28年11月17日行集4巻11号2760頁、最判昭和29年2月11日民集8巻2

号419頁、最判昭和41年 2月8日民集20巻2号196頁など。最高裁判所事務総局総

務局『裁判所法逐条解説上巻J22-3頁(法曹会、 1968)、兼子一・竹下守夫 f裁判

法〔第四版)J66-7頁(有斐問、 1999)参照。

( 5 ) 最判昭和56年4月7日民集35巻3号443頁 (r板まんだらJ事件)。

(6) r犯罪構成要件該当性の有無は宗教活動としての正当性如何の判断に先立つて

そのこととは無関係に判断されるべき性質のものであ〔り )J(原田保「刑事法の

視点からーオカルテイズム名目による詐欺罪の成否」宗教法16号254頁 (1997)。

酒井・前掲注 2)73頁参照)、詐欺罪の構成要件該当性の判断と、構成要件該当行

為が信教の自由の保障の範囲内にあり正当業務行為(刑法35条)としてその違法

性が阻却されるか否かの判断は故然と区別されなければならない。この点、裁判

所が宗教上の教義の真偽を判断することは控法20条 l項違反であるという本件上

告趣意における被告人らの主張は、後述の通り、前者にかかわるものである。こ

れに対して、最大判昭和38年5月15日刑集17巻4号302頁(加持祈持事件)及び神
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2. i宗教上の教義Jの虚偽性判断と信教の自由

一般に、詐欺罪の成立には「人を欺く行為(欺同行為)→錯誤→交付行

為→財物の移転」が客観的には因果関係によって結ばれ、主観的には故意

によって包摂されることが必要で、あると解されてい2。ここにいう「人を

欺くこと〔欺同行為〕とは、相手方をだまして真実と合致しない観念を生

ぜしめることJであり、本件では「虚構の事実Jを申し向けることがこれ

にあたる。

問題は、ここにいう「虚構の事実」を構成する事実の内容である。第 l

審判決では、「治療中の長女の脊髄腫携の治癒を願って相談に訪れたD子

(当時三三歳)に対し、真実は、被告人Xには脊髄腫傷の病状等を的確に

診断してこれを治癒させるための確実な方策を提示する能力がないのに、

これがあるように装い、被告人Xにおいて、 D子の長女に対して足裏鑑定

と称する個人面談を実施した上、被告人X及びCにおいて、・・・『法納館

に法納塔を納めれば、もう絶対に大丈夫です。jなどと虚構の事実を申し

向け、 D子をその旨誤信させj、また全身の痛みに悩む N子に対しても、

上記のように装い、足裏鑑定を実施した上、 rr修行に行けば今の痛みや病

気はすべて治るJなどと虚構の事実を申し向け、・・・同女をその旨誤信さ

せJとの判示がなされ、同様の認定が他の被害者に対しても行われてい

戸附判昭和50年2月20日判時768号 3頁(牧会活動事件)は後者に関係するもので

ある。

( 7 ) 山口厚『刑法各論〔第 2版)J250頁(有斐問、 2007)、曽根威彦『刑法各論

〔第4版)J141頁(弘文堂、 2008)など。

(8 ) 大塚仁ほか編 f大コンメンタール刑法〔第2版〕第13巻J30頁〔高橋省吾〕

(背林性院、 2∞0)。福岡平「詐欺罪の問題点」日本刑法学会編『刑法講座第6巻j

89頁(有斐問、 19臼)等参照。

(9 ) なお、「事案の概要」で述べたとおり、第 l審においては、欺同行為の存否の

ほか、故意や共謀の有無も争われているが、本決定の判示との関係で問題となる

のは欺間行為のみであり、本評釈では、故意や共謀の有無の問題には立ち入らな
し、。
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る。ここでは、「病状等を的確に診断してこれを治癒させるための確実な

方策を提示する能力がないJという認定がなされ、かっこれを前提に、法

納や修行によって病気が治癒するという事実が「虚構の事実」として認定

されていると解し得る。

この点、上告趣意によれば、本件教団は、被告人Xにおいて、「全知全

能の天の声、すなわち『天声jを聞き、『天行力jと称する超自然的な力

を操ることができることを前提とし、この『天声Jr天行力jによって、

相談者の状況を的確に把握し、問題解決の確実な方策を提示することがで

きるということJをその教義の中核に置いていた。しかるときには、裁判

所が「病状等を的確に診断してこれを治癒させるための確実な方策を提示

する能力がないjと認定することは、教団の宗教上の教義が虚偽であると

認定したことと等しいと解することができょう。さらに、上記能力の存在

を前提として、法納や修行により病気が治癒することを「虚構の事実Jと

認定したことも、同様に考えることができる。

第 l審は、被告人両名の本件各行為が欺同行為であることを認定するた

めに、「言動の虚偽性Jを明らかにしたが、これは、上記理解にかんがみ

ると、「宗教上の教義」の虚偽性判断にほかならず、憲法20条 l項及び76

条 l項に抵触すると解する余地が残る。したがって、本決定が、第 1審判

決を是認する原判決につき、理由なくして「宗教上の教義に関して判断し

ているものではな〔いJJと判示し、両条項違反の主張を退けたことにつ

いての正当性には疑義があると言えよう。

確かに、足裏鑑定によって病状を診断し、これを治癒させるための確

実な方策を提示する能力、及び修行及び法納によって病気が治癒すると

いった事象の存在は、現在の科学的知見や社会通念に照らして、荒唐無
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(10) 判タ 1933号134頁以下。なお、引用文中のXは原文においてAと表記されてい

る。

(11) 最高裁判所裁判集刑事295号3頁。

(12) 上告趣意(最高裁判所裁判集刑事295号3頁)参照。

(13) 酒井・前掲注 2)74頁参照。
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稽であるとも言え、裁判所がこれを否定することに問題はないとも恩わ

れる。しかしながら、「通俗的な合理性を超越する点に宗教固有の価値が

ある」のであって、上記能力や事象が宗教上の教義にかかわるものである

ならば、信教の自由を保障するという観点から、その真偽の判断を避け

る必要があろう。

この点、本事案に関する損害賠償請求事件において、東京地裁平成12年

12月25日判決(判タ1095号181頁)は、「内心における信仰の外部的発露で

ある宗教的行為について、市民法的立場からその違法性の判断をするに当

たっては、もともと宗教が超自然的、超人間的本質の存在を確信し、これ

を畏敬崇拝する心情と行為と解釈され得るものであることを前提とすれ

ば、信者の勧誘態様や勧誘時に説かれる内容が、科学的知見に照らして荒

唐無稽であるとしか理解し得ないものであったり、宗教上の物品や行為に

対する支出が経済取引上の対価関係と比較して高額であると評価されるも

のであっても、その一事をもって直ちに違法性を有するということはでき

ないし、その際に先祖の因縁話や信者に対する害悪の告知と思われる行為

があったとしても、許される場合があるというべきである。/しかしなが

ら、勧誘の際に告知される先祖の因縁話や害悪の内容が極めて具体的で、

あって、相手方の不安を過度にあおり立てるようなものであったり、逆

に、科学的には保証し得ない具体的な利益を約束して相手方に過度の期待

を持たせるような場合であって、その勧誘の方法が執劫であり、しかも相

手方に熟慮の機会を与えることもなく、その結果として、相手方の地位、

資力、年齢等からみて一般的には高額であると考えられる額の金員の支出

をさせたような場合には、そのような勧誘は社会的にみて許容することが

できない違法な行為というべきであり、不法行為に該当するというべきで

ある」と判示している。ここでは、宗教上の教義にかかわる「信者の勧誘

態様や勧誘時に説かれる内容」よりも、当該行為の方法等の外形的事項を

(14) 佐藤幸治・土井真一編『判例講義憲法 I基本的人権J55頁〔駒村圭吾) (悠々

社、 2010)。
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重視し、その民事法上の違法性を判断するという手法が提示されており、

信教の自由への配慮を見て取ることができょう。

3.犯罪成立の理論構成

それでは、信教の自由への配慮、から宗教上の教義の虚偽性判断を控えつ

つ、なお詐欺罪の成立を肯定し得る理論構成はないであろうか。

その理論構成として、まず考えられるのが、当該行為は、宗教(関連)

活動ではないとして、宗教上の教義の判断に踏み込むことなく、(宗教と

関係のない通常事件と同様に)その構成要件該当性を判断するという構成

である。原判決は「本件各犯行は、宗教活動に名を借りた行為であると

言って過言ではなく、著しく違法性の高い詐欺行為であることは明白であ

る。これを詐欺罪として処罰することが、憲法20条 1項に違反しないこと

はもちろんのこと、このように有罪認定することが司法権の限界を逸脱す

るものでないことも明らかである。すなわち、以上は、宗教上の教義に関

して判断しているものではなく、詐欺罪の成立を認定する限度で被告人ら

の言動の虚偽性を認定しているにすぎないからであるJ(傍点引用者)と判

示するが、これは同判決が上記構成に立つことを意味するものと解し得ょ

っ。
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確かに、このような構成を採ることによって、宗教に名を借りた金員の

(15) 小泉洋一「判批J憲法判例百選 1(第5版)85頁 (2007)参照。

(16) 本事案に関する他の民事裁判(福岡地判平成12年4月28日判タ1028号254頁、

大阪地判平成12年11月13日判タ1084号2∞頁、東京地判平成13年4月23日判タ1114

号199頁等)及びこの種の事案に関する民事裁判(福岡地判平成6年5月27日判タ

邸O号247頁、神戸地判平成7年7月25日判時1568号101頁、東京地判平成9年10月

24日判時1638号107頁等)も同様の手法を採る(小泉・前掲注15)85頁参照)。

(17) 東京高等裁判所(刑事)判決時報57巻1= 12号75頁。

(18) なお、原判決を是認する本決定も上記構成を採るものと解する余地もある。

このように解した場合には、原判決に関する以下の記述は本決定にも妥当しよう。
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騎取を詐欺罪で処罰する道が聞かれるとも恩われる。

もっとも、上記構成を採るには、当該行為が実質的に宗教(関連)活動

に当たるか否かの判断基準を定立することが必要となる。この点、原判決

は、本件犯行において、人の弱みにつけ込んで虚言を弄する「反社会性J

と修行代等名下に高額の金額を要求する「利得性」が際だ‘っていること、

及び足裏鑑定と称して足裏を診察することが被害者を欺くための「演技」

であることから、「本件各犯行は、宗教活動に名を借りた行為であると

言って過言ではな〔い)Jとの結論を導いている。しかしながら、「反社会

性」や「利得性Jは、本件各行為が信教の自由の保障の限界を超えるもの

であることを基礎付ける要素であっても、その宗教(関連)活動性を否定
(20) 

する要素とはならないと解すべきであろう。結局、上記基準を提示するに

は、「宗教とは何かJという問いへの回答が不可欠となるが、それは非常

に困難な作業であると恩われる。

また、そもそも国家が当該行為の宗教(関連)活動性を判断すること

(19) 前田雅英は「はじめから金銭を奪い取る目的で、『宗教jなどはその口実にす

ぎないことが明らかな場合には、憲法上の保護が及ばないことは当然である。・.. 

祈祷料など、名目上は宗教活動に伴う正当な金員の受領のように装ってはいるも

のの、宗教活動としての実体がない場合には、詐欺罪の適用が認められるのは、

当然である」とする(同「判批j判例評論565号57頁 (2∞6))。さらに、同「宗教

的行為と刑法J都法45巻 l号10頁 (2∞4)参照。

(20) 前出最高裁昭和38年5月15日大法廷判決(加持祈祷事件)は、違法な有形力

の行使にあたる加持祈持を宗教行為であると仮定した上で、それが信教の自由の

保障の限界を超えるか否かの判断基準として「著しい反社会性Jを提示している

(刑集17巻4号305頁)。
(21) この点、津地鎮祭違憲訴訟控訴審判決(名古屋高判昭和46年5月14日(民集

31巻4号616頁参照))は(憲法でいう)i宗教Jを「超自然的、超人間的本質(す

なわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく神、仏、霊等)の存在を確信

し、畏敬崇拝する心情と行為Jと定義づけている(本定義については、芦部信喜

『憲法学E 人権各論(1) (増補版)J127頁以下(有斐問、 2∞0)、初宿正典「日本

における宗教団体とその紛争処理J佐藤幸治・木下毅編『現代国家と宗教団体1
285-6頁(岩波書庖、 1992)などを参照)。なお、宗教の定義については、さらに、

小口偉ー・堀一郎監修『宗教学事典J255頁以下〔脇本平也) (東京大学出版会、

1973)、桐ケ谷章ほか「宗教団体への献金等について(討論)J宗教法16号282頁
〔原田保発言) (1997)等も参照。
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は、宗教に対する国家権力の介入にあたり、信教の自由を害する可能性が
(22)(23) 

あるので、極めて慎重になされなければならない。したがって、実際に

は、信教の自由を保障するために、当該行為が明らかに宗教(関連)活動

ではないと言える場合を除いて、宗教(関連)活動性を肯定することとな

り、上記構成に基づき詐欺罪の成立を肯定することができる範囲は限られ

ることになろう。

そこで、当該行為を宗教(関連)活動と捉えた場合に、なお詐欺罪の成

立を肯定する理論構成を模索すべきこととなる。ここにおいて想起される

のは、前出最高裁昭和31年11月20日決定が採ると考えられる構成である。

同決定において最高裁は「祈祷師が自己の行う祈祷が実は全然治病の効能

なく、また、良縁、災難の有無、紛失物の行衛を知る効もないことを信じ

ているにかかわらず、知何にもその効があるように申し欺いて祈祷の依頼

を受け依頼者から祈祷料等の名義で金員の交付を受けたときは詐欺罪を構

成するものというべきjと判示している。この判示においては、詐欺罪の

各構成要件要素へのあてはめが明確になされず同罪の成立が肯定されてい

るため、どの事実がいずれの構成要件要素に該当するのかは明らかではな
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(22) 本件第 l審判決が本件各行為の宗教的性格を否定しなかったのは(匿名解説・

判時1933号133-4頁参照)、信教の自由への配慮が働いたものと考えることができ

る。

(23) iある行為が〔憲法)20条の保護を受けるには、それが宗教行為であることが

前提となるが、その認定に公権力の恋意が働いてはならず、司法が判断する際に

も微妙な問題を生むJとの指摘として、駒村・前掲注14)55頁。また、そもそも

「何が宗教であり、何が宗教でないか、の問題は人類に課せられた永遠の課題で

あって、一権力者のょくするところではないJとの主張もある(熊本信夫「信教

の自由の保障と限界Jr法学セミナー増刊 思想・信仰と現代J73頁(日本評論社、

1977))。
(24) 評釈として、吉川由己夫「判解j最判解刑事篇昭和31年度368頁、中義勝「判

批J関法7巻3号265頁(1957)、伊達秋雄「判批」民商38巻2号134頁(1958)、

西村克彦「判批J宗教判例百選206頁(1972)、江藤孝「判批J大塚仁・福田平編

『セミナ一法学全集16刑法E各論J225頁(日本評論社、 1975)、大嶋一泰「判批」

宗教判例百選〔第2版)222頁(1991)。

(25) 酒井・前掲注2)75頁参照。
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いが、「祈祷師が自己の行う祈祷が実は全然治病の効能なく、また、良縁、

災難の有無、紛失物の行衛を知る効もないことを信じているにかかわら

ず、如何にもその効があるように申し欺いてJの部分が欺同行為の存在を

基礎付けているとの理解が一つあり得ょう。かかる理解の下では、欺同行

為の内容は、客観的には祈祷に「治病の効能Jがないにもかかわらず、こ

れがあるように申し向けることではなく、行為者が「治病の効能Jがない

と信じているにもかかわらず、その効能があるように申し向けることと把
(27)(28)(29) 

握されることになろう。

このように、 rx xとは思っていないのに xxと思っているかのように

装い、その旨誤信させるJ行為を欺問行為として認定する構成によれば、

欺同行為の存否の判断において、被告人の主観的な認識のみを考慮すれば

足り、祈祷といった宗教活動の効果の真偽についての判断を回避すること
(30) 

ができる。しかしながら、 rr治病の効能jがないと信じている」といった

行為者の認識は、あくまで詐欺罪の故意(欺同行為の認識)を基礎付ける

要素であり、これを、欺岡行為を基礎付ける要素として用いるべきではな

(26) 酒井・前掲注 2)75頁。本判決の理解については同75頁注10) も参照。

(27) i筒井・前掲注 2)75頁。

(28) また昭和31年決定の上告趣意で引用された前出大審院大正 3年10月14日判決

も「若シ夫レ常人免ル可カラサル弱点ニ乗シ真ニ祈祷ヲ為スノ意ナク又自ラ之ヲ

信セサルニ拘ラス其効果アルモノノ如ク詐リ相手方ヲ欺問シ不正ノ利益ヲ獲得セ

ンカ為メ之ヲ利用スルノ徒ニ至リテハ其所為ハ詐欺罪ヲ構成スルJと判示してお

り、同様の理解に立つものと解される。さらに学説においては、「祈祷のような場

合においては、祈持者側に欺同行為があったかどうか又は依頼者が欺岡されたか

どうかは、何等客観的事実との対比において認定されるものではなく、全く両当

事者の主観のみが標準とされ得るにすぎない」という理解もある(伊達・前掲注

24) 139-40頁)。

(29) いわゆる客殺し商法についての最高裁平成4年 2月18日決定(刑集46巻 2号 l

頁)も昭和31年決定と類似のアプローチを採るとの指摘として、酒井・前掲注 2)

75頁。この点については、さらに木村光江「宗教活動と詐欺罪J研修625号 5頁以

下 (2000)参照。

(30) 酒井・前掲注 2)75真。
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いと解される。よって、上記構成を採ることは難しいと言わざるを得ない
(33) 

であろう。

以上のように、宗教活動に関連して金員の交付を受ける事案において、

詐欺罪の成立を肯定することには困難がつきまとうものと解される。しか

しながら、この種の事案において、およそ犯罪が成立しないという結論は

容認できるものではない。そこで、詐欺罪の成立を肯定することはできな

いが、なお当罰性が高い行為については、別罪の成立可能性を考えるべき

であろう。具体的には、恐喝罪(刑法249条)の成立を検討する余地があ
(34X35) 

るものと思われる。なぜならば、恐喝の手段たる脅迫とは相手方を畏怖さ

せるに足る害悪の告知をいうが、ここにいう害悪の実現が可能であるか否
(36) 

かは同罪の成否に影響しないと解されており、宗教上の教義にかかわる害

悪の実現可能性(例えば、現実に修行等の宗教活動を行わないと病気にな

るか否か)の判断、すなわち宗教上の教義の虚偽'性判断に踏み込むことな

く、脅迫の存在を基礎付け、同罪の成立を肯定することができるからであ

る。

78 

(31) 酒井・前掲注2)76頁参照。

(32) もっとも、欺同行為の存在を行為者の主観的な認識を基礎として判断しなけ

ればならない場合もある。例えば、将来返済する意思がないにもかかわらず、こ

れがあるかのように装って、借金をするといった事案においては、真実と被欺問

者の観念との不一致は行為者の心理状態(内心的事実)について生じているので

あり、このような場合には行為者の主観的な認識から欺同行為の存在を基礎付け

る必要がある(大判大正6年12月24日刑録23輯1621頁、平場安治・尾中俊彦「詐

欺罪における欺岡と扇取Jr総合判例研究叢書刑法(15)J 5頁(有斐問、 1961)、

中川祐夫「詐欺罪の成立要件j阿部純二ほか編 f刑法基本講座〈第5巻〉ー財産

犯論J169頁(法学書院、 1993)等参照)。

(33) 本件第 1審判決は適切にも上記構成を採っていない。

(34) 桐ケ谷章ほか「宗教団体への献金等について(討論)J宗教法16号お4頁(111 

口智発言) (1997)、斎藤信治『刑法各論〔第三版)J168頁(有斐問、 2∞9)参照。

(35) 宗教活動に関連して金員の交付を受けた行為につき恐喝罪が問われた事例と

して、広島高判昭和29年8月9日高刑集7巻7号1149頁。

(36) 大判大正8年9月13日刑録25輯982頁、大判大正12年11月24日刑集2巻847頁。

大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法〔第 2版〕第13巻J269頁〔小倉正三) (背

林書院、 2∞0)参照。
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本件では、足裏診断を通じて「このままでは癌になる」などの害悪を被

害者に告知した上、 Xらの教えに従えばこれを回避し得ると断定した点を
(37) 

脅迫と捉えて、恐喝の存在を認定し、同罪の成立を認めることも可能で
(38) 

あったように恩われる。

(37) 本事案の民事裁判においては、勧誘方法が「脅迫的」であると認定されてい

る(自IfIII東京地判平成12年12月25日、前出東京地判平成13年4月23日)。
(38) これに対し、木村は、「苦痛や悩みにつけ込む行為は、場合によっては恐喝罪

にも核当しうるJとしつつも、本件のような事案の実態は、「組織的・昔|・間的に

『だまし取るjことを目的としているから」、あくまで詐欺罪として捉えるべきで

あるとする(同・前掲注29)10頁)。
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